
 

 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園文書取扱規則 

 

 

平成２３年４月１日 規程第１６７号 

改正 平成２５年４月１日 規程第１９７号 

平成３１年４月１日 規程第３１９号 

                   令和 元年８月１日 規程第３２８号 

令和 ６年４月１日 規程第４４６号 

令和 ７年４月１日 規程第４６９号 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、事務処理の適正化及び能率化を図るため、独立行政法人国

立重度知的障害者総合施設のぞみの園（以下「のぞみの園」という。）におけ

る文書（図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）を含む。

以下同じ。）の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において「部」とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園組織規程（平成１５年規程第４号）の規定によりのぞみの園に置

かれる部所室をいい、「部長」とは、これらの長を含む部等の長をいう。 

２ この規則において、「主管部」とは、文書に関する案件を所管する部所室を

いう。 

３ この規則において「電子文書」とは、文書のうち電磁的記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

４ この規則において「電子署名」とは、電子文書に記録することができる情報

について行われる措置であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

るものをいう。 

(１) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すた

めのものであること。 

(２) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することがで

きるものであること。 

５ この規則において「法人文書」とは、のぞみの園の職員が職務上作成し、又

は取得した文書であって、のぞみの園の職員が組織的に用いるものとして、の

ぞみの園が保有しているものをいう。ただし、公文書等の管理に関する法律

（平成２１年法律第６６号）第２条第５項各号に掲げるものを除く。 
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６ この規則において「決裁文書」とは、のぞみの園の意思決定の権限を有する

者が押印、署名又はこれらに類する行為（以下「押印等」という。）を行うこ

とにより、その内容をのぞみの園の意思として決定し、又は確認した法人文書

をいう。 

７ この規則において「文書管理システム」とは、国の文書管理業務の業務・シ

ステム最適化計画（２００７年（平成１９年）４月１３日各府省情報化統括責

任者（CIO）連絡会議決定）に基づき整備された文書管理システムに準じて、

当法人が作成した文書管理システムをいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 のぞみの園における文書の取扱については、別に定めるものを除き、こ

の規則の定めるところによる。 

 

（文書取扱いの原則） 

第４条 文書は、確実かつ迅速に処理し、かつ、常にその所在並びに処理の経過

及び状況を明らかにしておかなければならない。 

 

（文書管理事務） 

第５条 のぞみの園業務の総括を担当する理事（以下「理事」という。）は、の

ぞみの園における総括文書管理者として、文書の取扱に関する規程類の整備、

文書の取扱に関する事務の指導監督、研修等の実施その他ののぞみの園にお

ける文書の取扱に関する事務を総括するものとする。 

２ 理事は、前項に規定する事務を総務部長に行わせることができる。 

 

第６条 総務部長は、のぞみの園における副総括文書管理者として、接受した文

書の各部等への配布その他のこの規則に規定する事務を処理し、のぞみの園

における文書の取扱に関して理事を補佐するものとする。 

２ 総務部長は、総務課の職員のうちから総括文書取扱主任者を指名し、この規

則により処理することとされた文書の取扱に関する事務を行わせることがで

きる。 

 

第７条 部長は、のぞみの園における文書取扱責任者として、部におけるこの規

則に規定する文書の取扱に関する事務を処理し、文書の管理に関する事務を

掌理するものとする。 

２ 部長は、当該課等の職員のうちから文書取扱主任者（以下「主任者」という。）

を指名し、この規則により処理することとされた文書の取扱に関する事務を

行わせることができる。 

３ 総括文書取扱主任者は、各部の主任者に対して、のぞみの園における文書の

取扱に関する事務の処理に関して、指導監督できるものとする。 
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（備付簿冊） 

第８条 総務課に次に掲げる帳簿を備えるものとする。 

（１）文書受付配布簿 

（２）書留文書等受付配布簿 

（３）文書発簡発送簿 

（４）法人文書ファイル管理簿 

（５）保存期間経過前廃棄法人文書ファイル台帳 

２ 前項各号に掲げる簿冊は、電磁的記録媒体によって作成することができる。 

 

第２章 文書の接受及び配布 

 

（文書の接受） 

第９条 のぞみの園に送付された文書の接受は、総務課において行うものとす

る。ただし、部等に直接到達する文書（独立行政法人の保有する情報の公開に

関する法律（平成１３年法律第１４０号）以下「情報公開法」という。）第４

条第１項に規定する開示請求書等及び行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５９号）以下「個人情報保護法」という。）第

１３条第１項に規定する開示請求書、同法第２８条第１項に規定する訂正請

求書、同法第３７条第１項に規定する利用停止請求書等（以下「開示請求書等」

という。）を除く。）の接受については、当該部等において行うものとする。 

２ 勤務時間外に到着した文書等の接受は、宿日直において行うものとする。 

３ 接受した文書は、「親展」、「秘」、又は「書留」若しくは個人の名あての表示

のあるものを除き、総務課において開封する。 

 

（特殊取扱郵便及び使送便の接受） 

第１０条 総務課において書留郵便、現金書留郵便、配達証明郵便等を接受した

ときは、書留文書等受付配布簿（様式第１号）に受付年月日、差出人、受取人

その他必要な事項を記載し、受取人若しくは主任者に配布し、受領者の押印等

を受けるものとする。 

２ 総務課において使送便を接受したときは、文書受付配布簿に受付年月日、発

信者、受信者その他必要な事項を記載し、受領者の押印等を受けるものとする。 

 

（文書の配布） 

第１１条 第９条の規定に基づき、文書を開封し、配布先を決定したものについ

ては、総務課において受付印（別記１）を押し、かつ、文書受付配布簿（様式

第２号）に所要事項を記載の上、これを当該文書配布先部の主任者に配布する。

ただし、文書の内容が軽易なもの及び常例的なものは受付印のみを押印し、文

書受付配布簿への記載を省略して配布することができる。 
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２ 前項の配布にあたっては、各名宛て人に対して配布するものを除き、総務課

に備える文書配布箱にこれを表示して行うことができる。 

３ 電報、書留、速達、航空便及び金券等添付文書は、他の文書に優先して取り

扱うものとする。 

 

（誤配文書の取扱い） 

第１２条 総務課に送達された文書のうち、誤って送達され、又はのぞみの園の

所管外である等接受してはならないものがあるときは、直ちに返却、回送その

他適切な措置をとるものとする。 

２ 発送した文書で返送されてきたものは、総務課において返送の理由を記入

し、当該文書の主管部の主任者にこれを返付する。 

 

（配布文書の部所における処理等） 

第１３条 主任者は、総務課から文書の配布を受けたときは、受付年月日等を明

らかに記入することができる帳簿等に所要事項を記載のうえ、これを処理す

るものとする。 

２ 主任者は、特に重要と認められる文書の配布を受けたときは、当該文書を主

管部長に提示し、その指示を受けなければならない。 

３ 主任者は、配布を受けた文書が当該部の所管外のものであるときは、速やか

にその文書を総務課に返付しなければならない。 

４ 書留等の表示のある文書の配布を受けた者は、当該文書がのぞみの園の業

務に関する文書で、受付処理の必要があると認めたときは、速やかにその文書

を総務課に返付しなければならない。 

 

（返付された文書の取扱い） 

第１４条 前条第３項及び４項の規程により総務課に返付された文書で、必要

があると認めたときは、文書受付配布簿にその旨を記載し、当該文書の主管部

に配布する。 

 

第３章 文書の決裁 

 

（起案） 

第１５条 文書の起案は、主管部の当該事務を所掌する担当者（以下「起案者」

という。）が行う。この場合において、重要な事項については、あらかじめ上

司の指示を受けなければならない。 

 

（起案の原則） 

第１６条 起案者は、文書を起案する場合には、起案用紙（様式第３号）を用い

原則として 1 件ごとに行い、決裁のために必要な起案理由又は内容概略を記
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載し、関係書類等必要な書類を添付しなければならない。 

２ 起案者は、起案文書に決裁を受ける部長名及び課長名等を表示しなければ

ならない。 

 

（特別の表示） 

第１７条 起案者は、起案文書の施行の日を特に指定する必要があるときは、そ

の旨を起案文書の施行注意欄に記載するものとする。 

２ 起案者は、緊急に処理を要する起案文書には、その上部欄外に「至急」と朱

書するものとする。 

 

（合議等） 

第１８条 他の部の合議又は供覧を要する起案文書については、部内の決裁又

は供覧後、当該事項に関連の深い部から順次合議又は供覧するものとする。 

２ 前項の規定により合議又は供覧を受けた者は、当該文書について意見があ

るときは書面又は口頭によりその旨を主管部長若しくは主管課長に申し出る

ものとする。 

３ 起案者は、事案が緊急を要するものについては、起案文書を関係者に持ち回

って合議することができる。 

４ 理事長又は理事の決裁を受ける文書は、総務部長を経由するものとする。た

だし、総務部長が経由を要しないこととした文書については、この限りでない。 

 

（決裁文書の持回り） 

第１９条 決裁文書が緊急の処理を要するもの、秘密の取扱いを要するもの又

は詳細な説明を要するものであるときは、起案者その他の当該決裁文書に係

る案件について説明する能力を有する職員が携行して決裁を受けることがで

きる。 

 

（起案文書の修正） 

第２０条 起案者は、起案文書について修正の処理を行ったときは、その修正前

に既に決裁を受けた者にさらに決裁を求めなければならない。ただし、その修

正が、字句の変更、誤記の訂正その他修正の内容が軽易なもの等である場合は、

これを省略することができる。 

 

（起案文書の廃案） 

第２１条 起案文書について、決裁権者が反対の決定をした場合又は決裁権者

の決裁を終える前に主管部長が撤回の決定をした場合には、当該起案文書は

廃案とし、起案文書の上部欄外に「廃案」と朱書するものとする。 

 

（決裁） 
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第２２条 起案文書は、別表１に定める決裁権者の決裁をもって確定する。この

場合、当該文書の施行者は同表の施行者欄に定めるところによる。ただし、決

裁文書の確定について、当該事項が同表に掲載されていないときは、当該事項

と同等に事項に準じるものとし、同表によることが適当でないと認められる

ときは、その都度、同表の上位の者の指示を受けるものとする。 

２ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園会計規程（平成１５

年規程第１０号）により会計機関が処理するものとされた事項に係る文書に

ついては、当該理事若しくは部長の決裁又は当該会計機関の定めるところに

よる者の決裁をもってそれぞれ確定するものとする。 

 

（代決） 

第２３条 決裁権者が病気その他やむを得ない理由により、不在であり、かつ、

当該文書の施行が急を要する場合は、その決裁権者の直近下位の者が代決す

ることができる。 

２ 前項の規定に基づき代決により文書を処理した場合には、事後において速

やかに、その旨を当該決裁権者に報告しなければならない。 

 

第２４条 決裁権者に代わって決裁を行う者は、起案文書の決裁権者が押印す

る欄に「代」と表示して押印しなければならない。 

 

（決裁後の処理） 

第２５条 理事長又は理事等の決裁を了した文書については、当該決裁が終わ

ったとき、総務課においてその文書に決裁年月日を記入の上、これを当該文書

の主管所の主任者に回付する。 

２ 前項の主任者は、当該文書が施行を要するものであるときは、文書発簡発送

簿（様式第４号）に所要事項を記載の上、必要な処理を行うものとする。 

３ 部長限りの決裁で施行できる文書については、当該部長の決裁が終わった

とき、その文書の主管部の主任者において当該文書に決裁年月日を記入の上、

文書発簡発送簿に所要事項を記載するほか、必要な処理を行うものとする。 

４ 文書の施行状況を明らかにしておくため、特別の記録を要する事由がある

ものについては、前２項の規定にかかわらず、別に定める帳簿等により処理す

ることができる。 

５ 施行文書の浄書及び照合は、主管部において行うものとする。 

 

（文書記号及び文書番号） 

第２６条 文書記号は、のぞみの園の外部に対して文書を発送し施行するもの

は、「国重総」の次にその文書の主管部の名称の頭文字（漢字）及び「発」を

付けたものとする。 

２ 文書番号は、前項の記号の次に付し、一連番号とし、暦年をもって更新する
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ものとする。 

 

（文書の施行日等） 

第２７条 文書の施行の日は、決裁の終わった日とする。ただし、第１７条第１

項の規定により施行の日を特に指定して決裁を受けたものについては、その

指定した日とする。 

２ 施行文書を発送するときは、理事長名又はのぞみの園名で発簡する。ただし、

別表第１及び第２に掲げる決裁事項については、同表のそれぞれに定める施

行区分により発簡する。 

 

第４章 文書の施行 

 

（文書の発送） 

第２８条 施行文書の発送は、原則として、郵送、宅配又は使送によって行うも

のとする。 

２ 施行文書の郵送及び宅配は、主任者が文書発送簿に所定の事項を記載のう

え、当該施行文書を総務課に回付し、総務課において行うものとする。 

３ 施行文書の郵送及び宅配は、料金後納の取扱いによるものとする。ただし、

郵送する場合において特別の理由があるときは、郵便切手の使用又は郵便は

がきによることができものとする。 

４ 前項ただし書きの発送手続きは主任者が行うものとし、総務課は、当該主任

者に対し所要の郵便切手又は郵便はがきを交付し、郵便切手・はがき受払簿

（様式第５号）に所定の事項を記載のうえ、受領印を受けるものとする。 

５ のぞみの園の内部相互間の文書については、直接授受するものとする。 

 

（供覧） 

第２９条 各部の職員は、それぞれの処理にかかる資料、報告等の文書で業務上

の参考として上司又は関係者の閲覧に供する必要のあるものは、供覧しなけ

ればならない。 

２ 供覧文書を作成するときは、起案用紙の標題に「供覧」の表示をするととも

に、内容が複雑なもの又は説明を要するもの等については、その要旨又は意見

を記述するものとする。 

 

第５章 公印等の取扱い 

 

（押印） 

第３０条 施行文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、内部

に対し施行するもの等で、常例的に押印を要しないものについては、この限り

でない。 

7



 

 

（公印の種類） 

第３１条 のぞみの園の公印は、次に掲げるものとする。 

（１）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園之印 

（２）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長之印 

（３）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園総務部長之印 

（４）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設事業局長之 

印 

（５）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園研究・人材養部長

之印 

（６）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園事業調整部長之印 

（７）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園診療所長之印 

（８）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園契約担当役之印 

（９）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園出納命令役之印 

（10）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園出納役之印 

 

（公印の形式） 

第３２条 公印の形式及び寸法は、別記２のとおりとする。 

 

（公印作成の手続） 

第３３条 公印を作成し、再製し、又は改印するための必要な手続きは、総務部

長が行うものとする。 

 

（公印の登録等） 

第３４条 総務部長は、公印等を新たに作成し、再製し又は改印したときは、当

該作成し、再製し又は改印した印の印影を公印登録簿（様式第６号）に登録す

るものとする。 

 

第３５条 公印は、特別の事情があると認める場合を除き、これを外部に持ち出

してはならない。 

 

（契印の種類） 

第３６条 施行文書に押す契印は、次に掲げるものとする。 

（１）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の契印 

（２）契 

２ 前項の契印の形式及び寸法は、別記３のとおりとする。 

３ 第１項の規定による契印は、次の各号に定めるところにより使用するもの

とする。 

（１）第３２条第１号及び第２号に掲げる公印を押す文書については、「独立
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行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園之契印」を用いること。 

（２）第３２条第３号から同条第８号までに掲げる公印を押す文書については、

「契」を用いること。 

（３）契印を押す場合は、起案文書と発送文書とを照合し、その一致したもの

であることを確認した後、起案文書の該当名あてと発送文書の上部とにか

けて明瞭に押すこと。 

ただし、発送文書が多数あるときは、契印の押印を別の用紙を用いて処理

することができる。 

 

第６章 秘密文書の取扱い 

 

（秘密文書の取扱い） 

第３７条 文書のうち、その内容を他に漏らしてはならないもの（以下「秘密文

書」という。）については、当該文書を作成した者及び関係者は、その取扱い

に特に細心の注意を払い、その秘密の保持に努めなければならない。 

 

（秘密文書の区分） 

第３８条 秘密文書は、次の区分によるものとする。 

（１）秘文書 のぞみの園の重要施策、理事会の議事、のぞみの園の経理等に

関する文書で、一時又は長期にわたり特定の関係者以外に漏らしてはな

らないもの。 

（２）人事秘文書 人事管理上の理由により、関係者以外に知らせてはならな

いもの。 

 

（秘密文書の表示） 

第３９条 秘密文書には、秘文書については「秘」、人事秘文書については「人

事秘」の表示をしなければならない。 

 

（秘密文書区分の指定等） 

第４０条 秘密文書の区分については、当該文書にかかる事項を所掌する部長

が指定し、又は変更し、若しくは廃止する。 

２ 前項の指定は、これを慎重に行い、かつ、必要最小限にとどめるものとする。 

３ 第１項の指定を行う場合においては、秘密の取扱いを要する期間を定める

ものとし、秘密の取扱期間が経過したときは、当該秘密文書にかかる指定は解

除されたものとする。 

 

（秘密文書の受付） 

第４１条 関係官庁等により秘密文書を受け付けたときは、秘密文書処理簿（様

式第７号）に所要事項を記載しなければならない。 
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（秘密文書作成後の取扱い） 

第４２条 秘密文書を作成した者は、作成に要した原稿について、秘密保持上の

必要な処置を講じなければならない。 

２ 秘密文書を作成したときは、その作成部数を明らかにし、必要な場合には、

一連番号を付しておかなければならない。 

３ 秘密文書を配布した場合には、その配布先を明らかにしておかなければな

らない。 

 

（秘密文書の決裁等） 

第４３条 秘密文書の決裁を受けるときは、起案者が持ち回りをしなければな

らない。 

２ 秘密文書を発送するときは、親展扱いとする。 

 

第７章 雑則 

 

（文書番号の更新） 

第４４条 この規則に規定する文書番号については、毎日更新するものとする。 

 

（他の法令との関係） 

第４５条 法人文書の取扱に関しこの規則に規定する事項について、他の法律

及びこれに基づく命令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 

 

（文書管理の細目） 

第４６条 この規則に定めるもののほか、のぞみの園の文書の取扱に関する必

要事項は、総務部長が定めるものとする。 

 

 

   附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規則は、令和元年８月１日から施行する。 
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附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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1 厚生労働大臣の認可及び承認に関すること ○ 〇

2 厚生労働省、関係機関に対する要望、陳情、法
令等に規定する届出及び報告に関すること

(1)重要なもの ○ 〇

(2)その他のもの ○ 〇 〇

3 会議及び行事の開催に関すること

(1)特に重要なもの ○ 〇

(2)重要なもの ○ 〇

(3)その他のもの ○ 〇

4 規程及び規則に関すること ○ 〇

5 例規となる通知及びマニュアルに関すること

(1)特に重要なもの ○ 〇

(2)重要なもの ○ 〇 〇

(3)その他のもの ○ 〇 〇

6 リスク管理に係る各種報告書等 ○ 〇

7 情報公開及び個人情報保護に関すること（不服
申立てに関することを含む）

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

8 疑義解釈に関すること

(1)重要なもの 〇 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

9 調査、照会及び決定事項の通知並びに常例的な
報告、諸届、請求及び督促に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

10 所属職員の外出許可に関すること 〇 〇

11 印鑑証明及び登記簿抄本の交付申請に関するこ
と

〇 〇

1 法人運営の基本方針に関すること ○ 〇

2 中期計画、年度計画の作成及び実績報告書の作
成に関すること

○ 〇

3 理事会に関すること ○ 〇

4 のぞみの園業務の総合調整に関すること

　　別表第１（第２２条）

決裁権及び施行者

区
分

決　　裁　　事　　項

決裁権者 施行者

理

事

長

理

事

局

長

部

所

長

課

室

長

等

理

事

長

局

長

部

所

長

課

室

長

等

共
通
業
務

総
務
業
務
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(1)重要なもの ○ 〇

(2)その他のもの ○ 〇 〇

5 訴訟、登記、公告その他法務に関すること

(1)特に重要なもの ○ 〇

(2)重要なもの ○ 〇

(3)その他のもの ○ 〇 〇

6 機密に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

7 のぞみの園の組織及び定員に関すること 〇 〇

8 役職員の人事に関すること 〇 〇

9 役職員の給与及び退職手当に関すること 〇 〇

10 休日・時間外勤務に関すること 〇

11 役職員の出張命令に関すること 〇 〇 〇 〇

12 臨時職員の人事及び給与に関すること 〇 〇

13 表彰又は懲戒に関すること 〇

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

14 健康診断の実施その他健康管理に関すること 〇 〇 〇 〇

15 福利厚生に関すること 〇 〇 〇 〇

16 宿舎の貸与に関すること 〇 〇

17 給与等の税務及び社会保険に関すること 〇 〇 〇 〇

18 給与所得及び身分等の証明に関すること 〇 〇

19 役職員の教養訓練の実施及び能率の増進に関す
ること

〇 〇 〇

20 職員団体との協約及び締結に関すること 〇 〇

21
情報セキュリティ、情報システムに関すること

〇 〇

22 のぞみの園ホームページに関すること

(1)ホームページの改廃に関すること 〇 〇

(2)ホームページの運用に関すること 〇 〇

23 業務統計に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

24 自動車の運行及び管理に関すること 〇 〇

25 文書の管理に関すること

(1)特に重要なもの 〇 〇

(2)重要なもの 〇 〇

(3)その他のもの 〇 〇

26 図書の管理に関すること 〇 〇

総
務
業
務
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27 祝辞及び弔辞等に関すること 〇 〇 〇

28 後援等の名義使用に関すること 〇 〇

29 その他、特に総務部長の決裁が必要なもの 〇 〇

1 予算及び資金計画に関すること 〇 〇

2 財務諸表及び決算報告書の作成に関すること 〇 〇

3 財務及び会計に関すること

(1)特に重要なもの 〇 〇

(2)重要なもの 〇 〇

(3)その他のもの 〇 〇

4 予算実施計画、合計残高試算表及び資金収支 ○

計画に関すること 〇

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇

5 補助金、運営費交付金の申請に関すること 〇

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

6 会計検査院に対する計算証明に関すること 〇 〇

7 寄付金品の受入れに関すること 〇

1 研究の課題及び内容の決定に関すること 〇 〇

2 研究費補助金の申請に関すること 〇 〇

3 研究費の実績報告に関すること 〇 〇

4 広報・出版物の編集及び刊行に関すること

(1)重要なもの 〇 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

5 職員の研修に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

6 実習生の受入れに関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

1 利用者との利用契約に関すること ○ 〇

2 利用者の支援計画に関すること 〇 〇

3 利用者に係る行事の実施に関すること 〇 〇

4 利用者の外出（泊）許可に関すること 〇 〇

5 所属職員の勤務制に関すること 〇 〇

6 利用者の所持金の取扱いに関すること 〇 〇

7 利用者支援等業務に係る回答、報告等に関する
こと

〇 〇 〇

8 補装具交付（修理）申請に関すること 〇 〇

1 利用者に係る各種調査依頼に関すること

会
計
業
務

総
務
業
務

研
究
人
材
養
成
業
務

施
設
事
業
業
務

事
業
調
整
業
務
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(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

2 利用者の栄養管理に関すること 〇 〇

1 利用者の園外入院（通院）に関すること 〇 〇

2 利用者の健康診断に関すること 〇 〇 〇

3 所属職員の勤務制に関すること 〇 〇

1 のぞみの園内業務の監査に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇

2 内部統制に関すること 〇 〇

3 自己評価及び第三者評価に関すること

(1)重要なもの 〇 〇

(2)その他のもの 〇 〇 〇

4 規程及び規則の審査に関すること 〇 〇

事
業
調
整
業
務

診
療
業
務

監
査
等
業
務
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様式第１号（第１０条第１項） 

 

書 留 文 書 等 受 付 配 付 簿 

受付月日 種 類 記号番号 
発 信 者 

配 付 先 （ あ て 名 ） 受 領 印 備 考 
氏 名 住 所 
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様式第２号（第１１条第１項） 

 

文 書 受 付 配 付 簿 

受 付 配 付 
件 名 差 出 人 配 付 先 備 考 

日 付 番 号 
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様式第３号（第１６条第１項） 

 起 案 用 紙 

施行  
起  案 

決  裁 

  年   月   日 

  年   月   日 

施行 

 

注意 

 
起案者 

    部・所    課（寮） 

氏 名         ○印  

内 線 

 

標 題 

 

 

理事長  理 事   監 事 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照 合 

者 印 

 

公 印 

押 印

者 

 

発 送

者 

 

発 送 

年 月

日 

 

保 存 

 

区 分 

一

年 

三

年 

五

年 

十

年 

三

十

年 

永

久 

整 理 

 

番 号 
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様式第４号（第２５条第２項） 

 

文 書 発 簡 発 送 簿 

発 信 
件 名 発 簡 者 名 あ て 先 発送年月日 発 送 者 備考 

月 日 記 号 番 号 
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受 払 簿 

 

様式第５号（１）（第２９条第４項） 

    円 切 手 

 

月 日 受 払 残 受領印 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

20



 

 

はがき受払簿 

 

様式第５号（２）（第２９条第４項） 

    円  

 

月 日 受 払 残 受領印 備   考 
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様式第６号（第３４条） 

公 印 登 録 簿 

公 印 の 名 称 保 管 部 所 課 登録番号及び年月日 使 用 期 間 押 印 

 

 

 № 

   年  月  日 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

 

使 用 範 囲 廃 棄 年 月 日 

 年  月  日 

保 管 管 理 

主 任 者 補 助 者 

職 名 氏 名 期 間 職 名 氏 名 期 間 

  
自  年  月  日 

至  年  月  日 
  

自  年  月  日 

至  年  月  日 

  
自  年  月  日 

至  年  月  日 
  

自  年  月  日 

至  年  月  日 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 備 考  
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様式第７号（１）（第４１条） 

 

 （受付用）              秘 密 文 書 処 理 簿 

受 付 
件 名 差 出 人 配 付 先 受 領 印 備 考 

月 日 番 号 

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       

・       
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様式第７号（２）（第４１条） 

 

 （発信用）              秘 密 文 書 処 理 簿 

受 付 
件 名 発 信 者 あ て 先 

写 等 の 

作 成 部 数 
配 付 先 受領印 備 考 

月 日 番 号 

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         

・         
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別記１（第１１条第１項） 

受付印 

 

 

 

                      

受付印 

年 ・ 月 ・ 日 

 

第   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立のぞみの園
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別記２（第３２条） 

 

公印の形式及び寸法 

公印の種類 公 印 に 表 示 す る 文 字 大きさ 形 状 印 材 

のぞみの園印 

理 事 長 印 

総 務 部 長 印 

施設事業局長印 

研究・人材養成部長印 

事業調整部長印 

診 療 所 長 印 

契約担当役印 

出納命令役印 

出 納 役 印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園総務部長之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設事業局長之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園研究・人材養成部長之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園事業調整部長之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園契約担当役之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園出納命令役之印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園出納役之印 

平方３０mm 

平方２４mm 

平方２１mm 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

平方１６mm 

角 型 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

つ げ 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

別記３（第３６条第２項） 

契印の形式及び寸法 

契印の種類 公印に表示する文字 大きさ 形状 印材 

園 契 印 

部 所 契 印 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園之契印 

契 

直径縦３３mm横１３mm 

直径縦２９mm横１１mm 

小判型 

〃 

つげ 

〃 
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